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大阪府最低賃金を２０円引上げ 時間額８５８円に 

 

 大阪地方最低賃金審議会は、昨日(８月５日)、大阪労働局長に対し、大阪府

最低賃金を本年１０月１日から２０円引上げて、時間額８５８円に改正決定す

ることが適当であるとの答申を行った。 

 

１ 大阪地方最低賃金審議会（会長 冨田安信 同志社大学教授）は、本年７

月９日に、大阪労働局長（中沖剛）から、大阪府下の全労働者に適用される

「大阪府最低賃金」の改正についての諮問を受け、調査審議を重ねてきたが、

８月５日、時間額を現行の８３８円から２０円引上げ(引上率２．３９％）、

８５８円に改正決定することが適当であるとの答申を行った（別添答申文）。 

 

２ 同審議会においては、「中央最低賃金審議会の平成２７年度地域別最低賃金

額改定の目安について（答申）」、賃金実態調査結果等のデータを基に慎重に

審議を重ねた結果、「大阪府最低賃金」について、２０円引上げることが適当

であるとの結論に至ったものである。 

   

３ 大阪労働局としては、この答申の内容について昨日付けで公示を行い、本

年８月２０日までに関係労働者及び関係使用者から異議の申出がない場合は、

答申どおり、改正決定を行う予定である（官報に公示）。 



（参考） 

 

１  答申のあった時間額            ８５８円 

 

２  現行の時間額               ８３８円 

 

３  引上げ額                  ２０円 

 

４  引上げ率                ２．３９％ 

 

５  賃金の引上げが必要な労働者数  約１９０，０００人 

 

６  地域別最低賃金額の推移（別紙） 

 

７  地域別最低賃金決定の仕組み（別紙） 

 



別紙

年度 ９年度 １０年度 １１年度 １２年度 １３年度 １４年度 １５年度 １６年度 １７年度 １８年度

時間額 ６７７円 ６９０円 ６９５円 ６９９円 ７０３円 ７０３円 ７０３円 ７０４円 ７０８円 ７１２円

引上げ額
（時間額）

１５円 １３円 ５円 ４円 ４円 ０円 ０円 １円 ４円 ４円

引上げ率 2.27% 1.92% 0.72% 0.58% 0.57% 0% 0% 0.14% 0.57% 0.56%

年度 １９年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度

時間額 ７３１円 ７４８円 ７６２円 ７７９円 ７８６円 ８００円 ８１９円 ８３８円 ８５８円

引上げ額
（時間額）

１９円 １７円 １４円 １７円 　　７円 　　１４円  　１９円  　１９円 ２０円

引上げ率 2.67% 2.33% 1.87% 2.23% 0.90% 1.78% 2.38% 2.32% 2.39%

地域別最低賃金額の推移
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別紙 

地域別最低賃金決定の仕組み 
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○写  

平成２７年８月５日 

 

大 阪 労 働 局 長 

   中 沖  剛  殿 

 

大阪地方最低賃金審議会 

会 長  冨 田 安 信 

 

大阪府最低賃金の改正決定について（答申） 

 

当審議会は、平成２７年７月９日付け大労発基０７０９第１号をもって貴職から諮問の

あった大阪府最低賃金の改正決定について、専門部会を設け、特に女性労働者及びパート

タイム労働者の賃金水準の引上げに配慮の上、慎重に調査審議を重ねた結果、同部会にお

いて、全会一致をもって、下記のとおりとする結論に達したのでここに答申する。 

なお、大阪府最低賃金の改正が中小企業等に与える影響を十分に把握した上で、効果的

な周知広報、履行確保に努めること、中小企業等の生産性向上に対する支援について、現

状及び新たな施策の広報と利用を確実かつ効果的に行うことを要請する。 

また、別紙のとおり平成２０年８月６日付け中央最低賃金審議会の「平成２０年度地域

別最低賃金額改定の目安について（答申）」の考え方に基づき最新のデータにより比較した

ところ、平成２５年１０月１８日発効の大阪府最低賃金（時間額８１９円）は、平成２５

年度の大阪府の生活保護水準を下回っていなかったことを申し添える。 

 

記 

  １ 適用する地域 

    大阪府の区域内 

  ２ 適用する使用者 

    前号の地域内で事業を営む使用者 

  ３ 適用する労働者 

    前号の使用者に使用される労働者 

  ４ 前号の労働者に係る最低賃金額 

    １時間８５８円  

  ５ この最低賃金において賃金に算入しないもの 

    精皆勤手当、通勤手当及び家族手当 

  ６ 効力発生の日  

    法定どおり 

 

 

 



別紙 

大阪府最低賃金と生活保護との比較について 

 

１ 地域別最低賃金 

(1) 件   名  大阪府最低賃金 

(2) 最低賃金額  時間額 ８１９円 

(3) 発 効 日  平成２５年１０月１８日 

 

２ 生活保護水準 

(1) 比較対象者 

１２～１９歳・単身世帯者 

(2) 対象年度 

  平成２５年度 

(3) 生活保護水準（平成２５年度） 

生活扶助基準（第１類費＋第２類費＋期末一時扶助費）の大阪府内の人口加重平均に 

住宅扶助の実績値を加えた金額（１１６，６７５円）。 

 

３ 生活保護に係る施策との整合性について 

上記１の（2）に掲げる金額の 1箇月換算額（註）と上記２の（3）に掲げる金額を比較

すると大阪府最低賃金が下回っているとは認められなかった。 

  

（註）最低賃金 1箇月換算額 

   ８１９円（大阪府最低賃金）×173.8（1箇月平均法定労働時間数） 

×0.835（可処分所得の総所得に対する比率※）＝１１８,８５５円 

※ 平成 27年 7月 30日付け中央最低賃金審議会の「平成 27年度地域別最低賃金額改定の目安に 

ついて（答申）」別添グラフに示された比率。 
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